
シ
イ
ー
ー
シ
力

形
白
色
斜
長
石
の
際
を
介
在
せ
し
め
、
相
聞
く
軟
か
で

あ
る
。

苫々

、
右
今
般
米
餓
底
に
付
、
此ロ叩
h
k

公
義
被
召
上

物
之
外
商
民
指
止
。
』
同
六
年
入
且
十
日
の
鰐
朕
に
、

『
金
獄
中
之
俊
は
勿
論
、
金
納
約
町
仙
川
前
河
原
へ
夜

中
生
誕
子
班
活
政
に
出
申
聞
蚊
候
。
か
う
訊
・
地
筑

間
パ
な
ど
の
儀
は
、
問
的
に
て
民
巾
伎
は
苦
し
か
る
間

数
候
。
此
等
の
物
も
町
端
・
河
原
田
サ
へ
夜
中
斑
に
踏

出
候
銭
仕
間
脱
候
。
』
と
あ
り
、
地
筑
限
は
地
筑
の
相
帆

を
煎
じ
て
抽
出
じ
た
飴
の
一
一
縦
で
あ
る
。

ジ
オ
ウ
セ
ン
地
質
煎

石
川
相
秘
桜
庄
に
図
す

る
師
副
首
附
。
も
と
巾
抗
野
新
百
姓
、
又
は
川市
野
新
旧
と
も

泉
野
新
と
も
い
う
た
が
、
天
保
中
地
筑
煎
村
と
改
め

た。

シ
イ
チ
思
一

』
ナ
ゴ
シ
シ
イ
チ
名
越
思
一
。

シ
イ
ヤ
イ
ナ
し
い
や
い
な

滞
政
時
代
に
蹴
宋

に
来
る
限
内
の
物
政
ひ
で
‘
十
五
六
畿
の
男
児
が
菅

笠
・呉
蕗
を
若
L
、
四
つ
竹
を
嫌
す
も
の
で
あ
っ
た
。

唱
詞
が
あ
っ
た
が
併
は
ら
な
い
。

シ
ウ
メ
ダ
ニ
バ
シ

L
う
め
谷
橋
金
問
俄
梁
犯

に
、
『
L
う
め
谷
織
、
J

ハ
斗
林
』
と
あ
る
。
今
は
そ
の

名
が
な
い
が
、
六
斗
林
の
慌
で
あ
ら
う
。

ジ
ウ
ン
イ
ン
慈
雲
院

加
質
問
耐
組
前
悶
利
家
の

子
七
日
前
滞
組
利
孝
の
法
銃
。
詳
し
く
は
慈
雷
-庭園時

翁
宗
智
大
関
士
。

ジ
オ
ウ
セ
ン
ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
地
黄
煎
八
幡
枇

金
源
地
筑
煎
町
の
街
尾
に
在
っ
て
、
も
と
開
川
川
上

宮
山
疲
山
伏
冊
以
光
寺
の
持
宮
で
あ
っ
た
。

ジ
オ
ウ
セ
ン
マ
チ
地
黄
煎
町

金
制
仰
の
町
名
。

も
と
石
川
梢
泉
野
の
枝
村
な
る
川
市
野
新
百
姓
が
問
問

に
辿
間
制
し
て
民
家
を
設
け
た
も
の
で
、
見
文
二
年
目

文
怨
に
古
地
筑
前
川
町
、
間
十
一
年
に
市
地
賀
町
.
明

利
の
頃
は
地
筑
町
と
私
抑
制
し
た
。
文
政
四
年
二
且
部

地
を
町
穆
行
紙
許
と
し
た
時
、
地
筑
間
附
と
い
う
て

向
相
封
府
地
で
あ
っ
た
が
、
明
治
J
l
二
年
一
般
の
町

地
に
編
入
し
た
。
町
名
は
も
と
地
資
限
的
を
到
る
家

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
ふ
。
一
読
に
探
郭
寺
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
非
で
あ
ら
う
。

シ
オ
キ
パ
仕
鐙
場
際
刑
及
び
泉
首
を
行
ふ
場

所
を
御
仕
芭
場
と
い
う
た
。
金
海
市
外
繭
既
に
設
け

ら
れ
、
南
方
官
主
に
添
ふ
も
の
を
上
口
御
仕
也
場
と

い
ひ
、
北
方
官
逝
に
添
ふ
も
の
を
下
ロ
御
仕
也
暴
と

い
う
た
。
衆
人
に
示
し
て
懲
戒
す
る
お
に
、
放
ら
か

か
る
位
置
を
選
定
し
た
の
で
あ
る
。

ジ
オ
ン
ジ
慈
恩
寺

能
安
部
小
松
に
在
っ
て
、

異
宗
束
波
に
邸
す
る
。
初
め
石
川
部
副
附
に
居
た
が
、

ジ
ウ
ン
イ
ン
慈
雲
院

加
賀
務
主
第
五
代
前
回

綱
紀
の
側
室
津
田
氏
の
法
制
配
。
詳
し
〈
は
慈
雲
院
服

室
宗
背
大
姉
。

ジ
ウ
ン
ジ
慈
雲
一寺

金
繍
木
納
町
に
在
っ
て
、

雨
期
岡
山
と
川
町
し
、
日
迩
宗
に
図
す
る
。
初
め
天
正
九

年
認
凶
治
郎
左
衛
門

・
今
訓
彦
右
衛
門
が
、
前
間
利

家
に
制
う
て
鹿
ぬ
郡
七
賂
に
之
を
建
て
、
日
-
桁
を
住

持
と
し
た
に
起
・
り
、
次
い
で
岡
部
小
山
に
移
旬
、
元

利
二
年
金
仰
に
再
削
押
し
た
と
い
ふ
。

ジ
ウ
ン
ジ
慈
雲
寺

m
羽
咋
郡
瓜
生
に
在
っ
て
、

田
窪
田
東
海
に
邸
す
る
。

シ
エ
ン
旨
淵

l
y
ヨ
ウ
ガ
y
y
エ
ン
訟
岸

田回調。シ
Z

ン

紫

圏

J
ソ
ウ
ガ
ハ
ヤ
ス
ヱ
相
河
屋

す
ゑ
。シ

オ

子

浦

↓
Y

ホ
子
捕
。

シ
オ
ウ
ジ
四
王
寺

河
北
郡
五
ケ
庄
に
邸
す
る

部
盟
問
。ジ

オ
ウ
セ
ン
地
黄
煎

金
仰
向
曾
市
山
担
録
元
職

九
年
七
且
廿
七
日
の
飼
紋
に
、『
ぢ
わ
う
せ
ん
蹴
あ
め

冗一
肺
十
去
年
今
の
地
に
斡
巳
た
と
い
ふ。

ジ
オ
ン
ジ
慈
思
寺

石
川
郡
四
d
E
に
在
っ
て
、

探
宗
東
波
に
即
す
る
。
も
と
道
場
で
あ
っ
た
が
、
明

治
十
二
年
一
泊
周
寺
蹴
公
抑
制
の
許
可
を
受
け
た
。

ジ
ガ
イ
イ
ン
キ
ヨ
寺
外
隠
居

J
イ
Y

キ
ヨ

隠
居
。シ

カ
ウ
ラ
士
山
ケ
浦
珠
洲
郷
仁
江
村
の
う
ち
の

地
名
。
沈
何
十
四
年
間
相
官
に
、
『仁
江
村
領
志
ケ
浦
.

仁
江
村
よ
り
道
山
崎
四
附
躍
。
先
年
は
刷
甲
山
掛
致
候
へ
共
、

唯
今
は
換
不
仕
。
』
と
あ
る
。

シ
ガ
ウ
ラ
志
ケ
浦

邸
主
郡
南
北
郷
に
罰
す
る

部
稿
。
久
腕
加
夫
郡
阿
良
加
芯
出
古
榊
枇
磁
貞
隠
三

年
十
周
の
寸
一
努
献
に
、
『志
賀
浦
、
田
・在
家
・盟
釜
』

と
あ
る
も
の
是
で
あ
る
。
能
号
誌
に
は
『
此
磁
遜
惇

ひ
を
志
賀
浦
・根
木
・鹿
島
と
て
、
浦
わ
の
詠
め
い
と

よ
〈
云
々
。
』
と
閉
院
す
る
。

シ
カ
ナ
旨
廓

』
テ
ツ
ザ
Y

シ
カ
ク

徹
山
田
目

廊
。

シ
カ
テ
シ
ユ
ウ
此
格
集
一
加
。
小
松
の
例
入

問居
間
が
悲
し
た
投
句
柑
純
で
あ
る
。
伊
勢
の
八
十
剰
が
北

同
行
聞
に
際
し
て
咽
叫
ん
だ
も
の
。
序
文
は

E
徳
五
年

末
丸
月
下
涜
於
秋
海
堂
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
若
者
で

あ
る
。
京
儲
底
治
兵
衛
板
。

シ
ガ
テ
ベ
ン
志
皐
鱗

二
加
。
抽
出
谷
子
亮
若
。

専
ら
志
位
-
の
こ
と
に
杭
き
論
排
し
た
も
の
。
門
入
金

森
成
章
等
校
正
静
註
し
、
明
和
民
武
九
月
門
人
林
裂

の
序
が
あ
る
。
安
永
三
年
二
且
上
梓
し
た
。

シ
ガ
ゴ
ウ
志
賀
郷
務
末
以
降
羽
咋
郡
を
四
大

分
す
る
に
用
ひ
ら
れ
た
名
棋
の
一
つ
で
、柴
垣
・澗
谷

附
近
か
ら
、
北
は
赤
住
附
迂
に
諮
る
五
十
八
部
訴
を

L
」。シ

ガ
ザ
ラ
シ

昆
布
。

品
由貿
隔

J
ア
プ
ヤ
ヌ
ノ

三
五
八

安
郡

地
方

風
車
抑
制
措
臓
の
内
の
小
字
。

シ
カ
タ
マ
サ
ア
キ

鹿
田
正
明

辺
勝
文
平
。
蹴

は
議
開
刷
。
交
正
復
は
足
踏
小
顕
で
あ
っ
た
が
、
自
M
A

L
て
そ
の
絡
を
除
か
れ
た
。
正
明
年
十
七
に
し
て
京

に
上
。
、
小
石
元
瑞
に
岡
山
及
び
問
書
世
間
小
び
.
ぷ
氷

六
年
入
持
組
永
原
氏
に
仕
へ
て
政
五
十
石
を
給
せ
ら

れ
、
批判
い
で
西
洋
統
火
術
方
麗
と
な
り
、
安
政
元
年

間
六
且
士
絡
に
列
し
、
六
十
石
を
受
け
、
社
時
刑
制
攻

師
に
補
し
、
元
治
元
年
大
他
方
裁
許
に
制
じ
、
長
州

征
討
の
軍
に
従
ひ
、問
民
館
二
年
大
飽
歩
小
聞
に
巡
み
、

品
開
百
石
を
受
け
、
明
治
二
年
仰
密
次
長
、
同
年
械
少

邸
、
三
年
文
県
三
等
敬
肺
と
な
り
‘
四
年
一

且
六
日

夜
し
た
。
平
年
五
十
七。

シ
ガ
ノ
ヤ
マ
ゴ
Z

志
賀
の
山
越
一
加
。

幻
谷

竹
納
者
。
文
久
三
年
竹
間
聞
が
京
都
に
赴
い
た
時
の
紀

行
文
で
、
多
〈
の
詠
散
が
締
ま
れ
て
ゐ
る
。

シ
ガ
ハ
ツ
ケ
イ
志
賀
八
景
羽
咋
郡
志
賀
郷
内

の
入
勝
を
数
へ
た
，
も
の
で
、
城
山
秋
且
・
伊
市
首
泌
総

タ
照
・
訟
能
鴬
夜
雨
・
稲
野
湾
務
腕
・
一
柳
代
宮
前
H
3
・お

佐
院
関
釘
・三
味
島
崎
帆
・長
手
島
附
臥
で
あ
る
。

シ
カ
ヤ
テ
ロ
ウ
詩
家
薬
範

』
ネ
ソ
サ
イ
イ
ア

シ
ョ
ウ
燃
開

一
照
。

シ
カ
リ
パ
ル
柴
刈
墾

白
山
路
添
口
の
賛
同
耐
に
、

大
小
の
二
監
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
小
木
を
窓
生
せ

ジ
ガ
聖
地
方

問
提
訴
の
家
屋
に
し
て
町
立
の
献

を
震
し
、
そ
の
多
分
は
商
工
に
従
事
す
る
も
、

一
方

に
於
い
て
耕
作
を
識
と
す
る
百
姓
の
位
す
る
医
峨
あ

る
場
合
に
、
後
者
を
地
方
と
稿
し
た
。
大
型
寺
の
山

田
町
地
方
、
小
松
の
八
日
市
町
地
方
の
顕
で
あ
る。

能
美
郡
波
が
天
保
十
四
年
町
放
た
る
の
許
可
予
求
め

た
時
の
関
知
町
に
、
『
百
姓
之
分
は
地
方
百
姓
与
網
間

申
候
は
ど
、
取
扱
方
に
付
紛
政
俗
世
之
-
E
K
。』
と
あ

る。
ジ
ガ
タ


